
表１ 年次別自殺者数 
 
   区分 
 年 

自殺者 自殺率 
総 数 男 女 男女計 男 女 

昭和53年 20,788 12,859 7,929 18.0 22.7 13.6 
昭和54年 21,503 13,386 8,117 18.5 23.4 13.8 
昭和55年 21,048 13,155 7,893 18.0 22.9 13.3 
昭和56年 20,434 12,942 7,492 17.3 22.3 12.5 
昭和57年 21,228 13,654 7,574 17.9 23.4 12.6 
昭和58年 25,202 17,116 8,086 21.1 29.1 13.3 
昭和59年 24,596 16,508 8,088 20.5 27.9 13.2 
昭和60年 23,599 15,624 7,975 19.5 26.3 13.0 
昭和61年 25,524 16,497 9,027 21.0 27.6 14.6 
昭和62年 24,460 15,802 8,658 20.0 26.3 13.9 
昭和63年 23,742 14,934 8,808 19.3 24.7 14.1 
平成元年 22,436 13,818 8,618 18.2 22.8 13.8 
平成２年 21,346 13,102 8,244 17.3 21.6 13.1 
平成３年 21,084 13,242 7,842 17.0 21.7 12.4 
平成４年 22,104 14,296 7,808 17.8 23.5 12.4 
平成５年 21,851 14,468 7,383 17.5 23.6 11.6 
平成６年 21,679 14,560 7,119 17.3 23.7 11.2 
平成７年 22,445 14,874 7,571 17.9 24.2 11.8 
平成８年 23,104 15,393 7,711 18.4 25.0 12.0 
平成９年 24,391 16,416 7,975 19.3 26.6 12.4 
平成10年 32,863 23,013 9,850 26.0 37.2 15.3 
平成11年 33,048 23,512 9,536 26.1 37.9 14.7 
平成12年 31,957 22,727 9,230 25.2 36.6 14.2 
平成13年 31,042 22,144 8,898 24.4 35.6 13.7 
平成14年 32,143 23,080 9,063 25.2 37.1 13.9 
平成15年 34,427 24,963 9,464 27.0 40.1 14.5 
平成16年 32,325 23,272 9,053 25.3 37.4 13.8 
平成17年 32,552 23,540 9,012 25.5 37.8 13.8 
平成18年 32,155 22,813 9,342 25.2 36.6 14.3 
平成19年 33,093 23,478 9,615 25.9 37.7 14.7 
平成20年 32,249 22,831 9,418 25.3 36.7 14.4 
平成21年 32,845 23,472 9,373 25.8 37.8 14.3 
平成22年 31,690 22,283 9,407 24.9 35.9 14.4 

注）自殺率は、人口10万人当たりの自殺者数を示す（自殺者数÷人口×100,000人）。 
人口は、総務省統計局の推計人口（毎年10月１日現在）の総人口に基づく（平成22年は概算値）。 
 
 
 



表２ 原因・動機別自殺者数（単位：人） 
 
 総数 原因・動機 

特定者 
原因・動機 
不特定者 

平成22 年 
(構成比） 

31,690 
(100.0%) 

23,572 
(74.4%) 

8,118 
(25.6%) 

平成21 年 
(構成比） 

32,845 
(100.0%) 

24,434 
(74.4%) 

8,411 
(25.6%) 

増減数 
増減率(%) 

-1,155 
  -3.5 

 -862 
 -3.5 

 -293 
 -3.5 

  
  

（単位：人） 
 原因現・動機特定者の原因・動機別 
 家庭問題 健康問題 経済・ 

生活問題 
勤務問題 男女問題 学校問題 その他 

 
平成22 年 4,497 15,802 7,438 2,590 1,103 371 1,533 
平成21 年 4,117 15,867 8,377 2,528 1,121 364 1,613 
増減数  380   -65  -939   62  -18   7   -80 
増減率(%)  9.2   -0.4  -11.2   2.5  -1.6 1.9   -5.0 
注） 遺書等の自殺を裏付ける資料により明らかに推定できる原因・動機を自殺者一人につき３つまで計

上可能としたため、原因・動機特定者の原因・動機別の和と原因・動機特定者数（23,572人）とは一致し

ない。 


